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Ⅰ．研究の目的

１９９０年代中盤以降に見られる社会保障構造改革と社

会福祉基礎構造改革の展開は，福祉ニーズの多様化と

高度化，サービス提供主体の多様化をもたらし，「新

保守主義」１）を掲げる政策展開が顕著に見られるよう

になった．

２０００（平成１２）年に施行された介護保険制度は，社

会保障構造改革の第一歩として位置づけられ，応益負

担・社会保険方式，市町村を運営主体としてサービス

が提供される仕組みとされた．同制度の最も重要な点

は，サービス提供体制が措置から契約へと転換された

ことである．同年，社会福祉事業法が社会福祉法へ改

正され，２００３（平成１５）年には支援費制度が施行され，

サービスの利用には契約制度が導入されることとなっ

た．しかし，同制度は財源を主とした問題が顕在化し

たことで，政府は２００５（平正１７）年に障害者自立支援

法を制定，２００６（平成１８）年より施行し，サービス利

用料の負担方式を応能負担から応益負担へと転換させ

た．

この「福祉の市場化」は，サービス利用者にサービ

スを自由に選択できるというメリットをもたらした

が，一方でサービス利用者，サービス提供者，サービ

ス運営主体の３者それぞれに大きな問題を生じさせる

こととなった．中でも，利用者のみならず，その家族

の人権をも侵害し，更には運営主体への背信行為でも

あるサービス提供者の報酬に関する不正は後を絶た

ず，サービス提供に関わってきた者として納得できる

ものではなかった．この背景には，サービス提供者の

コンプライアンスや企業倫理観は勿論，市場構造その

ものにも問題があると思われる．

本稿は，「福祉の市場化」がわが国の介護サービス

市場と障害者福祉サービス市場にもたらした問題を整

理し，それぞれの市場の運用の在り方について考察す

ることを試みたい．

Ⅱ．研究方法

介護保険制度と障害者自立支援法成立の歴史的背景

と概要を概観し，サービス市場の形態を Le Grand，
J．と Bartlett，W．の準市場の枠組みを用いて定義
し，それぞれの準市場的要素を抽出する．次に，各制

度の利用者，提供主体，運営主体の３者の問題につい

て Le Grand，J．と Bartlett，W．の理論から佐橋が整
理した，準市場が機能する条件を用いて明らかにし，

各々の市場の運用について考察する．

Ⅲ．結果

１．市場概念の定義

Le Grand，J．と Bartlett，W．は，準市場について
「国家によるサービスの独占的提供体制を改め市場競

争的なものにしつつも，サービスの利用が最終的に金

銭を媒介として行われないことおよび第三者による

サービスの購入を意味しており，また行政にはイネー

ブラー（代弁者）と規制主体としての役割が期待され

ている」と論じている２）．佐橋は，『準市場の形成に

はある一定の「成功条件」が必要であり，それを満た

した場合，「評価基準」から準市場化の程度を把握で

きる』とし３），準市場が機能する条件として以下の５

点をあげている．

①市場構造の転換：サービス提供者の小規模化・分

散化による競争の促進，公定価格の設定．

②情報の非対称性の防止：適切な価格設定とサービ

スの質の確保のため必要とされる．

③取引費用と不確実性への対応：取引過程の複雑化

に伴う取引費用の発生および不測の事態への対

応．

④動機付けのありかた：サービス提供者は市場から

好反応を得るため利潤追求動機を持たなければな

らない反面，（第三者による）サービスの購入は

福祉追求の動機を持たなければならない．これに

より，双方に緊張関係が生まれ，利用者のニーズ
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に対応したサービス提供につながることになる．

⑤クリームスキム（いいとこどり）の防止：低所得

層に対してサービス費用の無料化や減免を行うこ

とで，サービス提供者側に自らの利益を最大化す

るように利用者を選別し「いいとこどり」をさせ

ないこと．

一方，佐橋は「評価基準」においては，以下の４点

をあげている．

①生産性効率の上昇：質を確保しながらコストを抑

制していくことで，サービス利用者に対して量，

質ともにすぐれたサービスが提供されることにな

る．

②応答性の向上：福祉官僚制に対する反省から来て

いるもので，官僚的で画一的なサービス提供体制

ではなく，利用者のニーズに応えられるようにな

る．

③選択性の確保：サービスの選択と同時にサービス

提供者の選択そのものも含む．

④公平性の確保：低所得であるか否かに関らず，

ニーズに着目して費用負担の無料化，減免を行う

ことによりサービスに手が届くようにする．

本稿ではこの枠組みを用いて介護サービス市場と障

害者福祉サービス市場の問題を考察する．

２．介護保険制度の展開と概要

２０００（平成１２）年に施行された介護保険制度は，規

制緩和の推進によって多様な提供主体の参入が可能に

なった．同制度の設計に謳われた「民間活力の活用」

のとおり，従来の提供主体の中心であった市町村や社

会福祉法人以外に，営利法人や特定非営利活動法人等

の参入も認められ，多くの民間事業者が介護サービス

市場へ参入を遂げた．行政も苦境に喘ぐ業種に対し，

事業転換先として介護事業を斡旋していった．

介護保険制度は４０歳以上のすべての国民を対象にし

て保険料の納付と，一定条件を満たした４０歳から６５歳

未満の者，６５歳以上の者については１割の応益負担で

サービスを利用できることとされた．提供主体は，第

二種社会福祉事業に関しては営利・非営利を問わず，

a）申請者が法人である b）事業所の従業員の知識，
技能並びに人員が厚生労働省令で定める基準および員

数を満たしている c）居宅サービス事業の設備および
運営に関する基準に従って適正な事業の運営をするこ

とができる，といった要件を満たし，都道府県の指定

を受ければ，介護サービス市場に参入できることと

なった．横山が「申請事業者の９９％以上が指定を受け

る状況が続き」４）と述べているように，提供主体の市

場への参入は容易なものとなり，介護保険制度が施行

された２０００（平成１２）年４月の時点でのサービス事業

所数は約１２万９，０００事業所であったが，２０１２（平成２４）

年４月の時点では約３６万３０００事業所と３倍近く増加し

ている５）．

運営主体は，市町村が要介護認定，保険料の設定，

介護保険事業計画の策定を行い，政府が介護報酬単価

の設定を行うこととなり，規制・監督者としての役割

を果たすこととなった．

また，介護保険法は２００６（平成１８）年に改正がなさ

れ，第一に予防重視型システムへの転換，第二に施設

給付の見直し，第三に新たなサービス体系の確立，第

四にサービスの質の確保・向上，第五に負担の在り

方・制度運営の見直しの５点が改正の柱とされた６）．

この改正により，利用者はホテルコストを負担する

こととなり，提供主体にはより厳しい規制・監督が行

われることとなった．

３．介護サービス市場の現状

ここで，介護サービス市場の現状を利用者，提供主

体，運営主体のそれぞれについて見ると，利用者につ

いては，保険料とサービスを利用する場合には１割の

応益負担が必要となっているが，この二重の負担が利

用者にとって大きく，必要なサービスを利用出来な

かったり，利用を控えるという状況が見られている．

また，サービスの利用形態が措置制度から契約制度

に転換されたことにより，利用者は自らの意向を提供

主体へ伝えることが求められるようになったが，重度

の認知症高齢者のような判断能力が低下，若しくは失

われている者にとって，契約自体が困難な状況となっ

ている．

次に，提供主体について見ると，サービスの質の担

保と利潤追求を並立させていくことはコムスン事件が

示すとおり困難な状況となっている．措置制度から契

約制度への転換に伴い，提供主体は利用者に選択され

る為の企業努力をしなければならなくなったが，利用

者への情報開示が十分になされず，情報の非対称性が

生まれている．

更に，財団法人介護労働安定センターが，介護事業

所を対象として実施した平成２３年度の介護労働実態調

査結果をみると「良質な人材の確保が難しい」が５０．４％

「今の介護報酬では人材確保等に十分な賃金を支払え

ない」が４９．８％を占めているように７），提供主体の現

状は，人材確保と人材育成が大きな課題となってお

り，提供主体間の競争までには至らない状況となって

いる．

最後に，運営主体について見ると，規制緩和によっ

て，多様な提供主体が大量に市場へ参入した為，管

理・監督が充分に機能しない状況となっている．改正

介護保険法施行翌年の２００７（平成１９）年から２０１０（平

成２２）年までの事業所指定取り消し件数を見ると，
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２００７（平成１９）年には１１６件，２００８（平成２０）年には９７

件，２００９（平成２１）年には８２件，２０１０（平成２２）年に

は１０３件となっており８），年度によって指定取り消し

事業所数に変動が見られるが，改正介護保険法の規制

強化が働いているとは言い難い状況である．

４．介護サービス市場の運用

介護サービス市場の運用には，提供主体に対する更

なる規制強化と，利用者の擁護，介護報酬単価の適正

な設定が必要である．

提供主体の規制強化については，悪質な事業者を排

除する為に今後一層重要となる．事業者指定基準につ

いて，法人代表者要件に資格要件などの高い基準を設

定すること，事業所監査形態も，事前監査を書類審査

ではなく実地調査を義務化し，事後監査を行政とオン

ブズマン等の外部機関で実施したうえで，監査結果の

公表を徹底する，また，指定取り消し要件や労働関係

法規の周知と遵守を大規模事業所のみならず，小規模

事業所にまで徹底させることや第三者評価の義務化等

が必要である．

利用者の擁護には，所属事業者の利益誘導を促進し

易い介護支援専門員の中立性の確保，成年後見制度や

日常生活自立支援事業を利用者にとって更に身近な制

度にする等の整備が必要である．

介護報酬単価の設定は，３年毎に厚生労働省が実施

する介護事業経営実態調査に基づいているが，全国老

人保健施設協会（以下，全老健）の経営実態調査と比

較してみると，２００５（平成１７）年の一部改定と２００６（平

成１８）年の介護報酬改定の基礎資料となった２００５（平

成１７）年の厚生労働省の介護事業経営実態調査では，

介護老人保健施設の入所事業損益は１２．３％，減価償却

前利益率は１９．３％となっているが，２００５年度の全老健

の経営実態調査では入所事業損益は５．８％，原価償却

前利益率は１３．２％となっている９）．同様に，２００９年度

の介護報酬の改定も２００８（平成２０）年の厚生労働省の

介護事業経営実態調査では，入所事業損益は７．３％，

減価償却前利益率は１４．３％であったが，２００７年の全老

健の経営実態調査では，入所事業損益は４．７％，減価

償却前利益率は１１．２％となり１０），それぞれの調査結果

に差異が見られている．全老健はこの状況について，

「厚生労働省の介護事業経営実態調査が単月の調査で

あること，その結果を１２倍することで数値化している

為，年度決算の数値とは差異が生じる」「介護事業経

営実態調査のサンプル数が少ない」ことが問題である

としている１１）．

運営主体は，提供主体の経営実態を正確に把握でき

るよう調査方法の見直しが必要である．

５．障害者自立支援法の展開と概要

２００３（平成１４）年４月に支援費制度が施行された．

同制度は措置制度の流れで応能負担方式をとっていた

が，財源を中心とした問題が顕在化した．

厚生労働省はこの状況を鑑み，２００４（平成１６）年に

『今後の障害保健福祉施策について（改革のグランド

デザイン案）』を発表し，２００５（平成１７）年１０月に障

害者自立支援法が成立し，翌年４月に施行されること

となった．同法の目的は①障害者施策における３障害

の一元化，②利用者本位のサービス体系に再編，③就

労支援の抜本的改革，④支給決定の透明化・明確化，

⑤安定的な財源の確保の５点とされ，サービスの利用

体制は，応能負担制から月額上限を設定した１割の応

益負担制が導入された．また，公費負担医療が自立支

援医療に移行することとなり，施設，事業体系を日中

サービスと夜間サービスに分離し，日中活動事業（療

養介護，生活介護，自立訓練，就労移行支援，就労継

続支援，地域活動支援センターの６種類）に夜間の

サービスである施設入所支援とグループホームなどの

居住支援を組み合わせていく方式となった．サービス

利用するまでの流れは，介護保険制度とほぼ同様であ

る．

６．障害者福祉サービス市場の現状

障害者福祉サービス市場の現状を利用者，提供主

体，運営主体のそれぞれについて見ていくと，利用者

に関しては，応益負担がサービス利用を抑制している

ことと，契約における利用者の判断能力が問題となっ

ている．提供主体に関しては，情報の非対称性が生

じ，提供主体間の競争も粗効率性を重視したものとな

り，競争原理が正常に働かない状況となっている等，

介護サービス市場とほぼ同様の問題があげられる．運

営主体に関しては，２０１２（平成２４）年より市町村に地

域自立支援協議会１３）の設置が法定化されたことで利用

者の意向をくみ上げる機会となり，今後の役割に期待

がもてる状況である．更に市町村と都道府県には必須

事業として地域生活支援事業が法定化され，きめ細か

な支援が可能となる状況が整備されてきている．

７．障害者福祉サービス市場の運用

障害者福祉サービス市場の運用についても，介護

サービス市場の運用とほぼ同様のことが言える．しか

し，山本が「通所施設でサービスを利用した場合に

は，利用者負担，食費の実費を負担すると１カ月の工

賃を超えてしまうということが生じてきた」１３）と指摘

するように，利用者の応益負担については介護サービ

ス市場よりも深刻な状況となっている．２０１２（平成

２４）年の整備法で見直しが行われたが，一層の法的整

備が必要である．地域自立支援協議会についても形骸

化させないよう，市町村の責任をもった運用が必要で

ある．
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Ⅳ．考察

介護保険サービスと障害者福祉サービス市場におけ

る問題を佐橋の「評価基準」を基に見ていくと①生産

性効率の上昇に関しては，サービスの質を確保しなが

らコストを抑制することは困難な状況となっている．

②応答性の向上に関しては，障害者福祉領域において

は，地域自立支援協議会の設置により，利用者のニー

ズに応える為の整備はなされてきているが，高齢者領

域においては未だ不十分である．③選択性の確保に関

しては，提供主体の情報を得る手段として，WAM-
NETや介護サービス情報の公表制度，利用者を支え
る制度として成年後見制度や日常生活自立支援事業が

あるが，利用者が活用し易いものになっているとは言

い難い．④公平性の確保に関しては，利用者にとっ

て，サービス利用料の１割の応益負担とホテルコスト

の負担が大きく，特に障害者領域に関しては非常に深

刻な状況となっている．

これらの事柄より，我が国の介護サービス市場と障

害者福祉サービス市場はどちらも準市場の評価基準を

十分に満たしておらず，準市場構造が不完全なものと

なっていることが明らかとなった．

高齢者領域では提供主体に対する規制強化，障害者

領域では応益負担の一層の法的整備，それぞれの領域

の共通課題として，報酬単価の適正な設定，成年後見

制度や日常生活自立支援事業を利用者の身近なものに

なるように整備することが必要である．これらのこと

より，運営主体に求められる役割が一層大きくなって

きていると言えよう．
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